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先般、社会保障審議会 介護給付費分科会において、介護老人保健施設について病院・診療所と

同様に、訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を可能とする提案がなされた。その理由と

しては、病院・診療所についてはみなし指定が可能である一方、 介護老人保健施設については介

護保険事業所番号の取得が別途必要となり、訪問リハビリテーション事業所開設の阻害要因とな

っているとの指摘を踏まえ、訪問リハビリテーション事業所の拡充の観点から行われたものであ

る。 

 

 一方、日本介護医療院協会を包摂する日本慢性期医療協会においても、令和 5年 4月 13日の記

者会見において訪問リハビリテーションの必要性について「リハビリの場所は生活と訓練とが直

結する最適空間であり、十分な在宅でのリハビリ量は、入院リハビリと同等の効果が認められ、

さらにリハビリの質についても病棟とアウトカム評価を相互評価や共有ができるメリットがある

こと」などを報告し、訪問リハビリテーションの重要性に早くから言及してきた。また、介護医

療院においても優秀で意欲的なリハビリテーションセラピストを多数抱えている。 

さらに医療と介護と在宅の連携を推進し、誰もが住み慣れた自宅で生活を続けるためには訪問

リハビリテーションの需要は今後伸びていくことが予見されている。一方で地域においては、リ

ハビリテーション提供体制や、事業所が不足してくる地域もある。介護医療院でも一部自宅へ退

所している利用者も存在することから、なくてはならない慢性期医療におけるリハビリテーショ

ンを在宅でも提供できる体制を構築することは極めて重要な役割であると認識している。 

 

今後、介護医療院が利用者の方に適切な訪問リハビリテーションを提供する観点から、介護老

人保健施設への提案と同様に、介護医療院においても、訪問リハビリテーションのみなし指定を

可能とすることが必要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（参考） 

 日本慢性期医療協会記者会見資料（令和 5年 4月 13日）を一部抜粋して掲載する。 

 



 

 


